
「横手北中学校いじめ防止基本方針」

横手市立横手北中学校 心の教育指導部

１ いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(１)基本方針策定の目的

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあ

る、決して許されない行為である。

平成25年９月28日施行された「いじめ防止対策推進法」第２条では、いじめの定義を「『いじめ』とは、児

童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の

児童等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）で

あって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」としている。

同法の施行に伴い、横手北中学校では、本校の全ての生徒が安心して生活し、共に学び合うことがで

きる環境や風土を学校全体で作り上げることを目指し、家庭・地域・専門機関との連携の下、いじめの未然

防止と早期発見、いじめへの適切な措置（対処）を図るための基本方針を定めるものとする。

(２)いじめ防止等に関する基本的な考え方

①いじめの認知、判断

・表面上・形式的に判断しない。

・いじめられた生徒の立場に立つ。

具体的ないじめの様態（例）

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・ 不快に感じるあだ名をつけられ、しつこく言われる。

・ 容姿や言動について、不快なことを言われる。

・ 「消えろ」「死ね」などと存在を否定される。

○ 仲間はずれや集団による無視をされる。

・ 遊びや活動の際、集団の中には入れない。

・ わざと会話をしない。

・ 席を離す、避けるように通る。

○ ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

・ ぶつかるように通行する、通行中に足をかけられる。

・ 遊びと称して、よく技をかけられたり、叩かれたりする。

・ 叩かれたり、蹴られたりすることが繰り返される。

○ 金品をたかられる。

・ 脅されてお金や品物を要求される。

・ 筆記用具を何度も貸しているが返却されない。

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

・ 靴を隠される。

・ 持ち物を取られ、傷を付けられる、ゴミ箱に捨てられる。

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・ 机や壁に誹謗中傷を書かれる。



・ 人前で衣服を脱がされる。

・ 脅されて万引き等をさせられる。

○ パソコンや携帯端末等を使って、誹謗中傷や嫌なことをされる。

・ ブログや掲示板に誹謗中傷や事実と異なることを書かれたり、個人情報や恥

ずかしい写真を掲載される。

・ いたずらや脅しのメールを送られる。

・ ＳＮＳのグループからわざと外される。

②いじめ問題の克服にむけた基本的な方向

・いじめは許されない行為であることを学校の教育活動全体を通して生徒に十分に理解させ、全ての生

徒がいじめを行わず、また、いじめを傍観したり放置したりすることがないようにする。

・本校の全ての教職員、生徒が、いじめは人権を侵害する不当な行為であるという認識の下、問題に対

して毅然とした態度で臨み、いじめ防止等に主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもつ。

・子どもを見守っている学校・家庭・地域が「いじめはどの児童生徒にも、どの学校でも、起こりうる」という

共通の認識の下に、「いじめは絶対に許されない、卑怯な行為である」「いじめは学校を含めた社会

全体の課題である」という強い意識をもち、生徒との信頼関係を築きながら、いじめ防止等の役割と責

任を果たしていく。

③いじめ未然防止

全ての生徒がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして、生徒全員を対象とした未然防止の取組

を行う必要がある。そのため、次の３点を重点内容とする。

・一人一人の生徒をいじめに向かわせることなく、心の通い合う人間関係を構築できる社会性や人間関

係形成能力を育む継続的な取組。

・家庭や地域との連携の下、豊かな情操や道徳心、互いの人格を尊重し合う態度を育み、いじめをなく

す生徒の主体的な行動を支援するなど、学校や地域全体にいじめを許さない風土を形成する取組。

・全ての生徒が授業場面で活躍できるために、日々の授業において基礎学力を定着させるとともに自

分との違いを排除せずに理解する態度を育てるための授業づくりを目指す取組。

④いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの適切な対処の前提となるものである。教職員の連携による組織体

制の下に、生徒の小さな変化を見逃さず、いじめの初期段階である冷やかしやからかい等に気付くこ

と、気付いた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応すること、を基本とする。いじめの

情報共有は責任追及のために行うのではなく、気付きを共有して早期対応に向かうためのものであるこ

とを組織として認識する。次の３点を重点内容とする。

・定期的なアンケート調査や教育相談（定期・不定期・チャンス）による早期発見と的確な実態把握の取

組。

・個別の問題に対するスクールカウンセラー等へのつなぎや電話相談窓口の利用について、全ての生

徒・保護者への周知をするなど、生徒がいじめを訴え、通報しやすい体制を整える取組。

・生活記録ノート、健康観察などの日常的教育活動を通して、生徒を観察する意識的な取組。

※学校以外の相談窓口

「24時間いじめ相談ダイヤル」「いじめ緊急ホットライン」「やまびこ電話」

「子ども人権110番」「横手市こども・若者相談窓口」「かがやきRoom」



⑤いじめへの対処

いじめの事実が確認された場合は、いじめを受けた生徒や通報した生徒の安全を確保することを第

一優先とする。その上で、いじめを行った生徒に対する適切かつ毅然とした指導、保護者に対する誠実

な対応を組織的に行うことを基本とする。次の４点を重点内容とする。

・いじめ防止等に向けての組織的・実効的な対応を行うための校内組織（いじめ・不登校対策委員会）

を設置し、実態の的確な把握、迅速かつ適切な対応。

いじめ・不登校対策委員会

○校長 ○教頭 ○教務主任 ○研究主任 ○養護教諭 ○生徒指導主事

○生徒指導専任 ○学年主任 ○当該学級担任

○特別支援教育コーディネーター ○スクールカウンセラー

外部人材

○市教育委員会生徒指導担当 ○スクールカウンセラー

○スクールソーシャルワーカー（必要に応じて）

・いじめ防止等についての校内研修の実施を通した、いじめを把握した場合の対処の在り方について

の教職員の理解。

・いじめ等の問題に対する積極的な学校への援助が得られるよう、学校・地域（民児協）・行政（福祉）の

三者による日常的な協力関係の構築。

・いじめの内容が犯罪行為等の重大な事態と認められる場合には、横手市教育委員会と相談しながら

対応を考え、必要に応じて所轄警察署等の外部機関との連携を基にした適切な対処。

⑥家庭、地域、関係機関等との連携

生徒を取り巻く社会全体（家庭、地域、関係機関等）との連携を深め、生徒を見守りながら、健やかな

成長を促していくことを基本とする。次の３点を重点内容とする。

・ＰＴＡ組織、学校運営協議会等において、本校や地域のいじめへの対応状況について協議する機会

の設定。

・地域や家庭とのつながりを重視した体験活動の充実。

・ＰＴＡと連携した情報モラル教育の充実。

２ いじめ防止等のための具体的な取組

(１)地域や家庭と連携した生徒の社会性や豊かな心を育む体験活動の推進

・地域との関わり合いの中から生徒の心を育てることを意図した体験活動の実施。

（かまくら接待、クリーンアップ等のボランティア活動、伝統芸能等の地域行事への積極的な参加）

(２)生徒同士の関わり合いを深める交流活動の充実

・人間関係づくりの基礎を培う交流活動の実施。(小中連携によるあいさつ運動、横手支援学校との交流

等)

・異年齢集団による生徒の人間関係づくりを促進し、自己有用感の醸成に努める活動の実践。

・他者とのコミュニケーションの必要性や人と関わり合うことの大切さを気付かせ、人間関係形成能力を育

成するための、外部人材を活用した体験学習・ワークショップの実施。（キャリア講座等）

・生徒の居場所づくりという観点から、「分かる授業」の実践を図るとともに、自己有用感を高める振り返りの

場の工夫。

・生徒のコミュニケーション能力を育む場としての話合い活動の充実と、「あたたかい聴き方」「やさしい話し

方」の指導を中心とした受容的人間関係の醸成。



・道徳や特別活動等の学習との関連を図ったネットいじめ等の情報モラル指導や命の教育の実践による、

望ましい規範意識の定着。

(３)生徒のサインを見逃さない「観察・情報収集・客観的理解」による早期発見の取組

・生徒が出すサインを見逃さない「いじめサイン発見シート」を活用した積極的な観察。

・定期的な教育相談やチャンス相談等、生徒・保護者・教職員からの情報を積極的に収集。

・いじめアンケートやＱ－Ｕアンケート、インターネット利用実態調査等の各種調査を基にした客観的

な理解によるいじめ早期発見への積極的な取組。

・アンケート調査と校内いじめ・不登校対策委員会との有機的な関連による、学校のいじめ問題に対

する組織的な取組の評価・改善。

・いじめの事例に対処した経験を共有・蓄積し、いじめ防止に向けた体制を強化する。

・情報モラル年間指導計画に基づいたインターネット等によるいじめの防止に向けた取組を行う。

３ 小中連携組織としてのいじめ対策等の推進

(１)学区内の小中連携をより充実させ９年間で児童生徒を見取る組織的な体制の推進

・横手北中学校区におけるいじめ対策等、小中連携の組織として生徒指導を推進するための中核となる

生徒指導部会と各部会とが連携した組織的な体制づくり。

・定期的な生徒指導部会の開催（必要に応じて他部会と共催）による、それまでの取組と活動の評価・振

り返り、及び児童生徒のより主体的な成長を促すための取組についての見直しや検討。

(２)組織図

地区校長会 小中連携教育推進委員会

（小中校長） （校長・教頭・教務主任・研究主任・生徒指導主事・養護教諭・特支主任）

事務局

教 務 部 研 究 部 生徒指導部 養護教諭部 特別支援部


